
秋田市移住体験住宅登録要綱

令和４年10月28日

市 長 決 裁

（目的）

第１条 この要綱は、住宅宿泊事業者が所有する市内の民泊施設を移住希

望者に対して移住前に「あきた市暮らし」を体験できる機会を提供する

住宅（以下「移住体験住宅」という。）として登録する際に必要な手続き

等を定めることを目的とする。

（用語の定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。

(1) 移住希望者 秋田県外在住者で本市への移住定住を検討している者

で、かつ秋田県において移住希望登録をしている者をいう。

(2) 住宅宿泊事業者 住宅宿泊事業法（平成29年法律第65号。以下「法」

という。）第２条第４項に規定する者をいう。

(3) 民泊施設 法第３条第１項の規定に基づき届出を行った住宅をい

う。

（移住体験住宅の登録）

第３条 市長は、住宅宿泊事業者から申請のあった場合は、次の各号のい

ずれにも該当する民泊施設を本市の移住体験住宅として登録することが

できる。

(1) 秋田市内に所在する民泊施設であること。

(2) 次に掲げるすべての設備が設けられていること。

ア 台所

イ 浴室

ウ 便所

エ 洗面設備

２ 市長は、移住体験住宅として登録した民泊施設の情報を市ホームペー

ジ等で発信するものとする。

（登録の申請）

第４条 民泊施設を移住体験住宅として登録しようとする住宅宿泊事業者



は、次に掲げる書類を添付して、秋田市移住体験住宅登録申請書（様式

第１号。以下「登録申請書」という。）および誓約書兼同意書（様式第２

号）を市長に提出しなければならない。

(1) 法第13条に規定する国土交通省令・厚生労働省令で定める様式の標

識の写し

(2) 民泊施設の全景写真および施設内の写真

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

（登録の決定等）

第５条 市長は、前条の規定により登録の申請があったときは、その内容

を審査の上、当該登録申請のあった日から14日以内に登録の可否を決定

し、秋田市移住体験住宅登録通知書（様式第３号）又は秋田市移住体験

住宅不登録通知書（様式第４号）により、申請者に通知する。

（登録の条件）

第６条 市長は、前条の規定により移住体験住宅の登録を決定するときは、

次に掲げる条件を付するものとする。

(1) この要綱および関係法令を遵守すること。

(2) 本市が別に定める「秋田市移住体験住宅運用に係る遵守事項」の内

容を遵守すること。

（登録の変更および廃止）

第７条 住宅宿泊事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その

日から起算して30日以内に秋田市移住体験住宅登録事項（変更・廃止）

届出書（様式第５号）を市長に提出しなければならない。

(1) 法第３条第４項の規定に基づく届出を行ったとき

(2) 法第３条第６項の規定に基づく届出を行ったとき

(3) 前２号の規定によらず、何らかの事由により登録を廃止するとき

（登録の取消し）

第８条 市長は、住宅宿泊事業者が法第４条に規定する欠格事由のいずれ

かに該当したとき、又は第６条に規定するいずれかの条件を遵守してい

ないことを認めたときは、登録を取り消すことができる。

２ 市長は、前項の規定により登録を取り消した場合においては、秋田市

移住体験住宅登録取消通知書（様式第６号）により、宿泊事業者に通知

するものとする。



（是正のための措置）

第９条 市長は、移住体験住宅事業の遂行に支障を及ぼすと認めるときは、

当該住宅を管理する住宅宿泊事業者に対して必要な報告を求め、又はこ

れに適合させるための措置を求めることができる。

（委任）

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、令和４年10月28日から施行する。


